
FRP防水施工場所

屋外 ＜屋上、バルコニー、等＞＜屋上、バルコニー、等＞＜屋上、バルコニー、等＞＜屋上、バルコニー、等＞

◆ FRP防水に対する特化則の適用は、施工場所（屋内又は屋外）によって変わります。

◆但し、ノンスチレン系樹脂を使用する場合は、屋内・屋外を問わず特化則適用外です。

◆◆◆◆特化則適用外特化則適用外特化則適用外特化則適用外

屋内 ＜浴室、タンク内、ピット内、等＞＜浴室、タンク内、ピット内、等＞＜浴室、タンク内、ピット内、等＞＜浴室、タンク内、ピット内、等＞

◆◆◆◆特化則（特別有機溶剤）の規制を受ける特化則（特別有機溶剤）の規制を受ける特化則（特別有機溶剤）の規制を受ける特化則（特別有機溶剤）の規制を受ける

必要な措置必要な措置必要な措置必要な措置

・作業主任者の選任
※※※※

・作業環境測定の実施

・特殊健康診断の実施

必要な日常管理必要な日常管理必要な日常管理必要な日常管理

・スチレンに関する掲示と

作業記録の作成・保管

◆◆◆◆従来の有機則も準用される従来の有機則も準用される従来の有機則も準用される従来の有機則も準用される

必要な措置必要な措置必要な措置必要な措置

・作業場の全体換気（換気扇、送風機等）の設置

・呼吸用保護具の使用（防毒マスク、送気マスク等）

労安法上の法的な規制は特に労安法上の法的な規制は特に労安法上の法的な規制は特に労安法上の法的な規制は特に

ないが、取扱い時は下記の点にないが、取扱い時は下記の点にないが、取扱い時は下記の点にないが、取扱い時は下記の点に

留意する。留意する。留意する。留意する。

◇ 保護具を着用し、直接触れない。

◇ 取扱いは通気の良い場所で行う。

◇ 有機溶剤用マスクの着用、等。

※※※※作業主任者は『特定化学物質作業主任者』で、

『有機溶剤作業主任者技能講習』修了者から選任

する必要があります。『特定化学物質作業主任者

技能講習』修了者ではありませんのでご注意下さい。

FRP防水施工に対する特化則（H26.11改正）の適用について


